






2 
 

宮代町議会基本条例の一部を改正する条例  
宮代町議会基本条例（平成２３年宮代町条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１３条に次の１項を加える。 

２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する２人以上の議員をもっ

て構成し、活動する。ただし、公党公認議員は、１人構成であっても会派

として認めるものとする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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   宮代町議会基本条例 新旧対照表 

（下線部分が改正部分） 
改   正   案 現       行 

（会派） （会派） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共

有する２人以上の議員をもって構成し、活動

する。ただし、公党公認議員は、１人構成で

あっても会派として認めるものとする。 
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